
 

  
 

 

№ ２８６ 

 

平成 27 年３月 13 日 

愛媛県高速道路 
交通安全協議会 
ＴＥＬ ( 0 8 9 ) 9 9 7 - 7 2 8 1 

ＦＡＸ ( 0 8 9 ) 9 9 7 - 7 2 8 1 

  

 
 

 
≪緊急対策推進期間：平成 27年３月 13日～平成 27年３月 22日≫ 

※交通死亡事故発生状況（平成 27年３月６日～３月 12日） 
 

発生日時、場所 

道  路 

道路形状 

事故類型 

当  事  者 
被害 

程度 

１ 

３月６日（金） 

午後５時59分ころ 

松山市保免上 

市道 

交差点 

車両相互 

軽四乗用車    31歳   男性 

原付車      57歳   女性 

なし 

死亡 

２ 

３月７日（土） 

午前５時55分ころ 

松山市高岡町 

県道 

直線路 

人対車両 

軽四乗用車    29歳   男性 

歩行者      81歳   女性 

なし 

死亡 

３ 

３月７日（土） 

午後７時45分から午後８時50分の間 

西予市三瓶町皆江 

農道 

直線路 

車両単独 

普通貨物車    58歳   男性 

 

死亡 

 

４ 

３月９日（月） 

午前８時59分ころ 

松山市福角町 

市道 

カーブ 

車両単独 

軽四貨物車    78歳   女性 

 

死亡 

 

５ 

３月９日（月） 

午後６時30分ころ 

松山市堀江町 

 

踏切 
歩行者      85歳   女性 

普通列車 

死亡 

 

６ 

３月 12日（木） 

午後６時30分ころ 

西条市周布 

県道 

交差点 

車両相互 

軽四乗用車    54歳   男性 

自転車      80歳   男性 

なし 

死亡 

※３月 12日現在 

   本年の交通事故死者数 21人（前年比 ＋７人）うち、高齢死者数 14人（前年比 ＋７人） 

 

※ この広報紙は、ホームページにも掲載しています。 

● 加害者とならないために 

１ 夕暮れ時は早めにライトを点灯するとともに、前照灯のハイビームとロービームをこまめに切り替える。 

２ 交差点や横断歩道に接近する場合は、減速・徐行と安全確認を徹底する。 

３ 睡眠不足や疲労など、体調が悪いときは運転を控える。 

● 被害者とならないために 

１ 反射材は常時携帯し、夜間の外出時には、必ず反射材を身につける。 

２ 道路の横断は、可能な限り横断歩道を利用し、通行車両の状況をよく確認して横断を開始するとともに、横

断中も注意を怠らない。 


